
神奈川県運輸部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱 

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の要綱は、 運輸部門における 脱炭素化を推進する ため、 第３ 条に掲げる 事業に

要する 経費に対し 、 神奈川県（ 以下「 県」 と いう 。 ） が予算の範囲内で補助金を交付す

る こ と について、 補助金の交付等に関する 規則（ 昭和45年神奈川県規則第41号。 以下

「 規則」 と いう 。 ） に規定する も ののほか、 必要な事項を 定める も のと する 。  

 

（ 定義）  

第２ 条 こ の要綱において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 当該各号に定める と こ ろに

よ る 。  

( 1)  電気自動車 

道路運送車両法（ 昭和26年法律第185号） 第58条第２ 項に規定する 自動車検査証記

録事項の燃料の種類が「 電気」 である 自動車（ 以下「 Ｅ Ｖ 」 と いう 。 ） をいう 。  

( 2)  充電設備 

Ｅ Ｖ に充電する ための設備であって、 別表２ 及び３ に定める も のを いう 。  

( 3)  燃料電池自動車 

道路運送車両法（ 昭和26年法律第185号） 第58条第２ 項に規定する 自動車検査証記

録事項の燃料の種類が「 圧縮水素」 である 自動車（ 以下「 Ｆ Ｃ Ｖ 」 と いう 。 ） をい

う 。  

( 4)  水素ス テーショ ン 

Ｆ Ｃ Ｖ に燃料と し て水素を供給する 設備をいう 。  

 

（ 補助事業）  

第３ 条 補助の対象と する 事業（ 以下「 補助事業」 と いう 。 ） は、 次のと おり と する 。  

( 1)  事業用等Ｅ Ｖ を導入する 事業（ こ れに対し 県が交付する 補助金を「 神奈川県事業用

等Ｅ Ｖ 導入費補助金」 と いう 。 ）  

( 2)  Ｅ Ｖ 急速充電設備を整備する 事業（ こ れに対し 県が交付する 補助金を「 神奈川県Ｅ

Ｖ 急速充電設備整備費補助金」 と いう 。 ）  

( 3)  Ｅ Ｖ 普通充電設備を整備する 事業（ こ れに対し 県が交付する 補助金を「 神奈川県Ｅ

Ｖ 普通充電設備整備費補助金」 と いう 。 ）  

( 4)  乗用Ｆ Ｃ Ｖ を 導入する 事業（ こ れに対し 県が交付する 補助金を「 神奈川県乗用Ｆ Ｃ

Ｖ 導入費補助金」 と いう 。 ）  

( 5)  Ｆ Ｃ ト ラ ッ ク を導入し 、 運用する 事業（ こ れに対し 県が交付する 補助金を「 神奈川

県Ｆ Ｃ ト ラ ッ ク 導入費・ 燃料費等補助金」 と いう 。 ）  

( 6)  Ｆ Ｃ フォ ーク リ フ ト を 導入する 事業（ こ れに対し 県が交付する 補助金を「 神奈川県

Ｆ Ｃ フォ ーク リ フト 導入費補助金」 と いう 。 ）  

( 7)  水素ス テーショ ンを整備する 事業（ こ れに対し て県が交付する 補助金を「 神奈川県

水素ス テーショ ン整備費補助金」 と いう 。 ）  

２  前項の補助事業を行う 者（ 以下「 補助事業者」 と いう 。 ） は別表１ から 別表７ に定め

る 要件及び次の各号に掲げる 全ての要件を満たさ なければなら ない。  



( 1)  過去２ 年以内に銀行取引停止処分を受けていないこ と 。  

( 2)  過去６ か月以内に不渡手形又は不渡小切手を 出し ていないこ と 。  

( 3)  次の申立てがなさ れていないこ と 。  

ア 破産法（ 平成16年法律第75号） 第18条又は第19条に基づく 破産手続開始の申立て 

イ  会社更生法（ 平成14年法律第154号） 第17条に基づく 更生手続開始の申立て 

ウ  民事再生法（ 平成11年法律第225号） 第21条に基づく 再生手続開始の申立て 

( 4)  債務不履行によ り 、 所有する 資産に対し 、 仮差押命令、 差押命令、 保全差押又は競

売開始決定がなさ れていないこ と 。  

( 5)  補助事業を円滑に遂行でき る 安定的かつ健全な財政能力を 有する こ と （ 債務超過の

状況にないこ と 。 ） 。  

( 6)  県税その他の租税を滞納し ていないこ と 。  

( 7)  神奈川県が措置する 指名停止期間中の者でないこ と 。  

( 8)  地方自治法施行令（ 昭和22年政令第16号） 第167条の４ の規定に該当する 者でない

こ と 。  

 

（ 補助額の算出方法等）  

第４ 条 補助額は、 当該補助事業に要する 経費のう ち、 別表１ から 別表７ に定める 経費

（ 以下「 補助対象経費」 と いう 。 ） に対し て、 別表１ から 別表７ に定める 方法で算出す

る も のと する 。 ただし 、 補助額と 国の補助金、 国庫支出金その他の名称を問わず国から

の給付と 知事が認める も のの合計額が補助対象経費を超えないこ と と する 。  

２  前項の補助対象経費に消費税及び地方消費税は含ま ない。  

３  第１ 項の規定によ り 算出し た補助額に千円未満の端数がある と き は、 その端数金額を

切り 捨てる も のと する 。  

 

（ 利益等の排除）  

第５ 条 補助対象経費の中に補助事業者の自社調達又は財務諸表等の用語、 様式及び作成

方法に関する 規則（ 昭和38年11月27日大蔵省令第59号） 第８ 条に規定する 関係会社から

の調達（ 工事等を 含む。 ） がある 場合は、 補助対象経費から 利益等相当分の排除を行う

も のと する 。  

２  補助事業者が次の各号のいずれかの関係にある 会社から 調達を受ける 場合（ 他の会社

を経由し た場合、 いわゆる 下請会社の場合も 含む。 ） は、 利益等排除の対象と する 。  

( 1)  補助事業者自身 

( 2)  100パーセント 同一の資本に属する グループ企業 

( 3)  補助事業者の関係会社（ 前号を除く 。 ）  

３  利益等排除の方法は次のと おり と する 。  

( 1)  補助事業者の自社調達の場合 

原価をも って補助対象経費の金額を算出する も のと する 。 こ の場合の原価と は、 当

該調達品の製造原価をいう 。  

( 2)  100パーセント 同一の資本に属する グループ企業から の調達の場合 

取引価格が当該調達品の製造原価以内である と 証明でき る 場合は、 取引価格を も っ

て補助対象経費の金額を算出する も のと する 。 こ れによ り がたい場合は、 調達先の直



近年度の決算報告（ 単独の損益計算書） における 売上高に対する 売上総利益の割合

（ マイ ナス の場合は０ と する 。 ） をも って取引価格から 利益相当額の排除を 行う 。  

( 3)  補助事業者の関係会社から の調達の場合（ 前号の場合を除く 。 ）  

取引価格が製造原価と 当該調達品に対する 経費等の販売費及び一般管理費と の合計

以内である と 証明でき る 場合、 取引価格をも って補助対象経費の金額を算出する も の

と する 。 こ れによ り がたい場合は、 調達先の直近年度の決算報告（ 単独の損益計算

書） における 売上高に対する 営業利益の割合（ マイ ナス の場合は０ と する 。 ） をも っ

て取引価格から 利益相当額の排除を行う 。  

 

（ 交付申請の書類）  

第６ 条 補助金の交付の申請をし よ う と する 者は、 別表１ から 別表７ に掲げる 書類を知事

が別に定める 期日までに提出し なければなら ない。  

 

（ 交付又は不交付の決定の通知）  

第７ 条 交付又は不交付の決定は、 別表１ から 別表７ に定める 様式によ り 通知する も のと

する 。  

 

（ 交付の条件）  

第８ 条 規則第５ 条の規定によ る 条件は、 次のと おり と する 。  

( 1)  補助事業の内容の変更をし よ う と する 場合は、 速やかに知事の承認を受けなければ

なら ない。 ただし 、 交付決定額にその20パーセント を超える 影響を及ぼすこ と がない

も のについてはこ の限り ではない。  

( 2)  補助事業を中止し 、 又は廃止し よ う と する 場合は、 速やかに知事の承認を受けなけ

ればなら ない。  

( 3)  補助事業が事業完了予定日ま でに完了する 見込みのない場合若し く は完了し ない場

合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、 速やかに知事に報告し 、 その指示を受

けなければなら ない。  

( 4)  補助事業によ り 取得し 、 又は効用の増加し た財産は、 補助事業の完了後においても

善良な管理者の注意をも って適正に管理する と と も に、 補助金の交付の目的に従って

その効率的な運用を図ら なければなら ない。  

 

（ 変更の申請等）  

第９ 条 前条第１ 号の規定によ り 知事の承認を受けよ う と する 場合は、 別表１ から 別表７

に定める 様式を知事に提出し なければなら ない。  

２  知事は、 前項の規定によ る 書類の提出があっ た場合において、 その内容を審査し た上

で、 別表１ から 別表７ に定める 様式によ り 通知する も のと する 。 ただし 、 変更を承認す

る 場合でも 、 第７ 条の規定によ り 通知し た交付決定額を増額する こ と はでき ないも のと

する 。  

３  前条第２ 号の規定によ り 知事の承認を受けよ う と する 場合は、 別表１ から 別表７ に定

める 様式を知事に提出し なければなら ない。  

４  知事は、 前項の規定によ る 書類の提出があっ た場合において、 その内容を審査し た上



で、 別表１ から 別表７ に定める 様式によ り 通知する も のと する 。  

 

（ 申請の取下げのでき る 期間）  

第10条 規則第７ 条第１ 項の規定によ る 交付申請の取下げのでき る 期間は、 交付の決定の

通知を受領し た日から 起算し て10日を 経過し た日ま でと する 。  

２  前項の規定は、 第９ 条に準用する 。 こ の場合において、 前項中「 交付の決定の通知」

と ある のは、 「 変更の承認の通知」 と 読み替える も のと する 。  

 

（ 補助事業の実施）  

第11条 補助事業者は、 規則第４ 条の規定によ る 交付決定を受けた以降に、 補助事業に着

手し なければなら ない。 補助事業の着手の日は、 別表１ から 別表７ に定める と おり と す

る 。  

２  補助事業者は、 交付の決定を受けた年度内で、 知事が別に定める 期日ま でに補助事業

を完了し なければなら ない。 補助事業の完了の日は、 別表１ から 別表７ に定める と おり

と する 。  

 

（ 状況報告及び調査）  

第12条 規則第10条の規定によ る 状況報告は、 別表５ に定める 様式によ り 、 補助事業を実

施する 年度の３ 月末日ま でに行わなければなら ない。 ただし 、 当該期日が神奈川県の休

日を定める 条例（ 平成元年神奈川県条例第12号） 第１ 条第１ 項の規定によ る 県の休日

（ 以下「 県の休日」 と いう 。 ） に当たる と き は、 その休日の前日をも ってその期限と み

なす。 ま た、 同期日ま でに第13条に規定する 実績報告を行った場合は、 こ の限り ではな

い。  

２  前項の規定にかかわら ず、 知事は、 必要に応じ て補助事業者から 補助事業の遂行の状

況の報告を求め、 又は調査する こ と ができ る 。  

 

（ 実績報告）  

第13条 規則第12条の規定によ る 実績報告は、 別表１ から 別表７ に掲げる 書類によ り 、 補

助事業完了の日から ２ か月以内又は知事が別に定める 期日のいずれか早い期日ま でに行

わなければなら ない。 ただし 、 当該期日が県の休日に当たる と き は、 その休日の前日を

も ってその期限と みなす。  

２  前項に規定する 実績報告は、 やむを得ない理由によ り その提出が遅延する 場合には、

あら かじ め知事の承認を受けなければなら ない。  

３  知事は実績報告の内容審査の結果、 必要である と 認める と き は補助事業者に対し て補

助事業に関し 報告を求め、 補助事業者の事業所等に立ち入り 、 帳簿書類その他物件を調

査し 、 又は関係者に質問を する こ と ができ る 。  

４  補助事業者は、 前項の規定によ る 報告の聴取、 事業所等への立入り 、 物件の調査又は

関係者への質問を 受けたと き は、 こ れに応じ なければなら ない。  

 

（ 補助金の額の確定及び支払）  

第14条 規則第13条の規定によ り 交付すべき 補助金の額を確定し たと き は、 第７ 条又は第



９ 条の規定によ り 通知し た交付決定額と 当該確定額が相違する 場合に限り 、 別表１ から

別表７ に定める 様式によ り 補助事業者に対し 通知する も のと する 。 ただし 、 当該確定額

は第７ 条又は第９ 条の規定によ り 通知し た交付決定額を超える こ と はでき ないも のと す

る 。  

２  こ の補助金は、 交付すべき 補助金の額を確定し た後に精算交付する も のと する 。  

 

（ 決定の取消し ）  

第15条 知事は、 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り 消すこ と ができ る 。  

( 1)  偽り その他不正の手段によ り 補助金の交付を 受けたと き 。  

( 2)  補助金を他の用途に使用し たと き 。  

( 3)  補助金の交付の決定の内容若し く はこ れに付し た条件又は法令若し く はこ れに基づ

く 知事の指示若し く は命令に違反し たと き 。  

( 4)  補助事業の実施に関し て不正、 怠慢その他不適当な行為を 行ったと き 。  

 

（ 補助金の返還）  

第16条 補助事業者は、 前条の規定によ る 取消し に関し 、 補助金の返還を命ぜら れたと き

は、 その命令に係る 補助金の受領の日から 納付の日ま での日数に応じ 、 当該補助金の額

（ その一部を納付し た場合における その後の期間については、 既納額を控除し た額） に

つき 年10. 95パーセント の割合で計算し た加算金を県に納付し なければなら ない。  

２  補助事業者は、 補助金の返還を命ぜら れ、 こ れを納期日ま でに納付し なかったと き

は、 納期日の翌日から 納付の日ま での日数に応じ 、 その未納付額（ その一部を納付し た

場合における その後の期間については、 既納額を 控除し た額） につき 年10. 95パーセン

ト の割合で計算し た延滞金を県に納付し なければなら ない。  

 

（ 財産の処分の制限）  

第17条 補助事業者は、 補助事業によ り 取得し 、 又は効用の増加し た財産を知事の承認を

受けないで、 補助金の交付の目的に反し て使用し 、 譲渡し 、 交換し 、 貸し 付け、 担保に

供し 、 取り 壊し 、 又は廃棄（ 以下「 処分」 と いう 。 ） し てはなら ない。  

２  規則第17条ただし 書き の規定によ り 知事が定める 期間（ 以下「 処分制限期間」 と い

う 。 ） 並びに同条第２ 号及び第３ 号の規定によ り 知事が定める 財産の種類は、 別表１ か

ら 別表７ に定める と おり と する 。  

３  補助事業者は、 処分制限期間の間に、 補助事業によ り 取得し 、 又は効用の増加し た財

産を処分し よ う と する 場合は、 あら かじ め別表１ から 別表７ に定める 様式を知事に提出

し 、 その承認を受けなければなら ない。  

４  知事は、 前項の規定によ る 書類の提出があっ た場合において、 その内容を審査し た上

で、 別表１ から 別表７ に定める 様式によ り 通知する も のと する 。  

５  知事は内容審査の結果、 必要である と 認める と き は補助事業者に対し て補助事業に関

し 報告を 求め、 補助事業者の事業所等に立ち入り 、 帳簿書類その他物件を調査し 、 又は

関係者に質問をする こ と ができ る 。  

６  補助事業者は、 前項の規定によ る 報告の聴取、 事業所等への立入り 、 物件の調査又は



関係者への質問を 受けたと き は、 こ れに応じ なければなら ない。  

７  知事は、 第３ 項の規定によ り 処分を承認する と き に、 必要である と 認める 場合には、

補助金の全部又は一部に相当する 金額の納付を請求する も のと する 。  

８  補助事業者は、 前項の規定によ る 補助金の全部又は一部に相当する 金額の請求を受け

たと き は、 こ れを 県に納付し なければなら ない。  

 

（ 書類の整備等）  

第18条 補助事業者は、 補助事業に係る 収入及び支出を明ら かにし た帳簿を備え、 かつ、

当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管し ておかなければなら ない。  

２  前項に規定する 帳簿及び証拠書類（ 以下「 証拠書類等」 と いう 。 ） は、 当該補助事業

の完了の日の属する 県の会計年度の翌年度から 10年間又は第17条に定める 処分制限期間

のいずれか長い期間が経過する ま で保存し なければなら ない。  

３  補助事業者が法人その他の団体である 場合で、 前項に規定する 証拠書類等の保存期間

が満了し ない間に当該団体が解散する と き は、 その権利義務を 承継する 者（ 権利義務を

承継する 者がいない場合は知事） に当該証拠書類等を引き 継がなければなら ない。  

 

（ 届出事項）  

第19条 補助事業者は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 速やかに文書をも ってそ

の旨を知事に届け出なければなら ない。  

( 1)  個人にあっては、 住所又は氏名を 変更し たと き 。  

( 2)  法人その他の団体にあっては、 所在地、 名称又は代表者を 変更し たと き 。  

 

（ 暴力団の排除）  

第20条 神奈川県暴力団排除条例（ 平成22年神奈川県条例第75号） 第10条の規定に基づ

き 、 次の各号のいずれかに該当する 者が補助事業者に含ま れる 場合には、 補助金交付の

対象と し ない。  

( 1)  暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第77号。 以下こ の

項において「 法」 と いう 。 ） 第２ 条第２ 号に規定する 暴力団 

( 2)  法第２ 条第６ 号に規定する 暴力団員（ 以下「 暴力団員」 と いう 。 ）  

( 3)  法人その他の団体にあっては、 代表者又は役員のう ちに暴力団員に該当する 者があ

る も の。  

２  知事は、 交付の申請を受けたと き 又は交付の決定をし た以降に、 補助事業者が前項各

号のいずれかに該当する か否かを 神奈川県警察本部長に対し て照会する こ と ができ る 。

補助事業者は、 知事が当該照会を 行う こ と について、 あら かじ め当該個人情報の本人の

同意を得る も のと する 。  

３  知事は、 交付決定を受けた補助事業者が、 第１ 項に該当する と 判明し たと き は、 交付

の決定の全部又は一部を取り 消すこ と ができ る 。  

４  前項の規定によ る 取消し をし た場合は、 第16条を準用する 。  

 

（ 調査等への協力及び情報発信）  

第21条 補助事業者は、 県が補助事業終了後に必要に応じ て行う 調査等に協力する も のと



する 。  

２  知事は、 補助事業の結果及び前項の規定によ り 補助事業者から 報告さ れた内容につい

て、 イ ンタ ーネッ ト の利用その他の方法によ り 公表する こ と ができ る 。  

３  補助事業者は、 補助事業によ り 取得し 、 又は効用の増加し た財産に関し て情報発信す

る 場合は、 県の補助金の交付を受けた旨を示すも のと する 。  

 

（ その他）  

第22条 こ の要綱に定める も ののほか、 こ の要綱の実施に関し 必要な事項は、 知事が別に

定める 。  

 

附 則 

１  こ の要綱は、 令和６ 年４ 月23日から 施行する 。  

２  令和５ 年度にかながわス マート エネルギー計画推進事業費補助金交付要綱に基づき 交

付決定を 受けたも のについては、 当該要綱の規定に従う も のと する 。  

 

附 則 

１  こ の要綱は、 令和７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２  令和６ 年度に神奈川県運輸部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱に基づき 交付決定を

受けたも のについては、 前項の規定によ る 改正前の当該要綱の規定に従う も のと する 。  



別表６  神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト 導入費補助金 

１  定義 

別表６ において、 次に掲げる 用語の意義は、 当該各号に定める と こ

ろによ る 。  

( 1)  Ｆ Ｃ フォ ーク リ フ ト  

燃料電池を搭載し 、 水素を燃料電池の燃料と し て用いる フ ォ ーク

リ フ ト を いう 。  

( 2)  環境省補助金 

環境省が行う 補助事業の中で、 Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト に対し て補助

を行う も のをいう 。  

( 3)  環境省補助執行団体 

環境省補助金を交付する 事業を実施する 者をいう 。  

( 4)  リ ース  

契約の名称にかかわら ず、 Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト の貸主（ 以下別表

６ において「 リ ース 事業者」 と いう 。 ） が当該車両の借主（ 以下別

表６ において「 使用者」 と いう 。 ） に対し 、 当事者間で合意し た期

間にわたり 当該車両を使用収益する 権利を与え、 借主は、 当該車両

の使用料を貸主に支払う 契約であって、 契約期間中の中途解約が原

則禁止さ れている も のをいう 。  

２  第３ 条第１

項の補助事業

の範囲 

( 1)  第３ 条第１ 項第６ 号に掲げる 事業であって、 次のいずれかに該当

する も の（ 以下別表６ において「 第６ 号補助事業」 と いう 。 ） と す

る 。  

ア 法人（ 国及び法人税法（ 昭和 40 年法律第 34 号） 第２ 条第５ 号

に規定する 公共法人を 除く 。 ま た、 県内に事業所を有する 法人に

限る 。 以下別表６ において同じ 。 ） がＦ Ｃ フ ォ ーク リ フト を導入

する 事業 

イ  リ ース 事業者が、 法人に対し てリ ース する ためにＦ Ｃ フォ ーク

リ フ ト を導入する 事業（ ただし 、 リ ース 事業者は、 リ ース 料の算

定に当たり 元本相当額から 補助金相当額を減額する こ と を要件と

する 。 ） なお、 転リ ース によ り 車両を リ ース する 場合は、 「 リ ー

ス 事業者」 を「 リ ース 事業者及び転リ ース 事業者」 に、 「 リ ー

ス 」 を「 転リ ース 」 にそれぞれ読み替える 。 ）  

( 2)  補助対象と する Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト は、 次に掲げる 全ての条件

を満たすも のと する 。  

ア 一般販売さ れている 新車である こ と 。  

イ  神奈川県内で使用する こ と 。  

ウ  車両販売業者が販売促進活動（ 展示・ 試乗等） に使用する 車両

でないこ と 。  

３  第３ 条第２

項の補助事業

者 

( 1)  第６ 号補助事業を実施し 、 かつ、 Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フト の導入につ

いて、 環境省補助執行団体が交付する 環境省補助金の交付申請を

行っ た者と する 。  

( 2)  車両をリ ース によ り 導入する 場合は、 使用者の同意を得てリ ース

事業者と 使用者が補助事業者になる も のと し 、 環境省補助執行団体



が交付する 環境省補助金の交付申請を行った者が補助金の申請及び

報告を行い、 補助金の交付を 受ける も のと する 。  

４  第４ 条第１

項の補助対象

経費 

第６ 号補助事業に要する 経費のう ち、 環境省補助執行団体が交付す

る 環境省補助金の補助対象経費と 、 当該車両と 同規模・ 同等仕様であ

る 一般的なエンジン式車両の導入経費と の差額。 ただし 、 第５ 条に該

当する 場合は、 利益等相当分の排除を行う も のと する 。  

５  第４ 条第１

項の補助額の

算出方法 

次のう ちいずれか低い額と する 。  

( 1)  第６ 号補助事業に係る 補助対象経費に２ 分の１ を乗じ た額 

( 2)  5, 000千円 

６  第６ 条の交

付申請の提出

書類 

( 1)  神奈川県Ｆ Ｃ フォ ーク リ フト 導入費補助金交付申請書（ 第１ 号様

式）  

( 2)  役員等氏名一覧表（ 第１ 号様式別紙１ ）  

( 3)  補助事業者に係る 現在事項若し く は履歴事項証明書（ 発行日から

３ か月以内のも の） の原本又は写し  

( 4)  車両をリ ース によ り 導入する 場合は、 共同申請同意書（ 第１ 号様

式別紙２ ）  

( 5)  補助事業者自身、 100 パーセント 同一の資本に属する グループ企

業又は補助事業者の関係会社から 調達する 場合は、 利益等の排除に

関する 書類 

( 6)  環境省補助金の交付申請書の写し  

( 7)  環境省補助金の交付申請に係る 書類一式の写し  

( 8)  その他知事が必要と 認める 書類 

７  第７ 条の交

付又は不交付

の決定の通知

に係る 様式 

補助金の交付を 決定し たと き は、 神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フト 導入

費補助金交付決定通知書（ 第２ 号様式） によ り 、 不交付を決定し たと

き は、 神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト 導入費補助金不交付決定通知書

（ 第３ 号様式） によ り 通知する 。  

８  第９ 条第１

項の変更の申

請に係る 様式 

神奈川県Ｆ Ｃ フォ ーク リ フト 導入費補助金変更承認申請書（ 第４ 号

様式） 。 車両をリ ース によ り 導入する 場合は、 変更承認共同申請同意

書（ 第４ 号様式別紙） を添付する 。  

９  第９ 条第２

項の変更の承

認等の通知に

係る 様式 

変更を承認し たと き は、 神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フト 導入費補助金

変更承認通知書（ 第５ 号様式） によ り 、 変更を承認し なかったと き

は、 神奈川県Ｆ Ｃ フォ ーク リ フト 導入費補助金変更不承認通知書（ 第

６ 号様式） によ り 通知する 。  

10 第９ 条第３

項の中止又は

廃止の申請に

係る 様式 

神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト 導入費補助金中止・ 廃止承認申請書

（ 第７ 号様式） 。 車両をリ ース によ り 導入する 場合は、 中止・ 廃止承

認共同申請同意書（ 第７ 号様式別紙） を添付する 。  

11 第９ 条第４

項の中止又は

廃止の承認等

の通知に係る

様式 

中止又は廃止を承認し たと き は、 神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フト 導入

費補助金中止・ 廃止承認及び交付決定取消通知書（ 第８ 号様式） によ

り 、 中止又は廃止を承認し なかっ たと き は、 神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ

フ ト 導入費補助金中止・ 廃止不承認通知書（ 第９ 号様式） によ り 通知

する 。  



12 第11条第１

項の補助事業

の着手の日 

次の各号に掲げる 日のう ち、 最も 早い日と する 。  

( 1)  車両の引渡のあった日 

( 2)  全額の代金支払が完了し た日（ 割賦販売（ 所有権留保条項付売買

契約によ り 自動車販売業者、 ロ ーン会社等が車両の所有者と なる も

のをいう 。 以下別表６ において同じ 。 ） 等にあっては、 その契約日

又はその契約額を 除く 全額の代金支払が完了し た日のいずれか遅い

日）  

13 第11条第２

項の補助事業

の完了の日 

次の各号に掲げる 日のう ち、 最も 遅い日と する 。  

( 1)  車両の引渡のあった日 

( 2)  全額の代金支払が完了し た日（ 割賦販売等にあっては、 その契約

日又はその契約額を除く 全額の代金支払が完了し た日のいずれか遅

い日）  

14 第13条の実

績報告の書類 

( 1)  神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト 導入費補助金実績報告書（ 第10号様

式）  

( 2)  環境省補助金の完了実績報告書の写し  

( 3)  環境省補助金の実績報告に係る 書類一式の写し  

( 4)  環境省補助金の交付決定通知書の写し  

( 5)  車両をリ ース によ り 導入する 場合は、 車両賃貸借契約書の写し  

( 6)  補助金振込先の口座名義人（ フ リ ガナ） 、 金融機関名、 店名、 預

金の種類及び口座番号が記載さ れている 部分の通帳等の写し （ 補助

金振込先は、 申請者名義の口座に限る 。 ）  

( 7)  車両の仕様等を変更し た場合で、 交付決定額にその20パーセント

を 超える 影響を 及ぼすこ と がないと き は、 神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ

フ ト 導入費補助金仕様変更報告書（ 第10号様式別紙） 及び変更に係

る 書類 

( 8)  その他知事が必要と 認める 書類 

15 第14条の補

助金の額の確

定に係る 様式 

神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト 導入費補助金交付額確定通知書（ 第11

号様式）  

16 第17条第２

項に規定する

知事が定める

財産の種類及

び期間 

財産の種類 期間 

Ｆ Ｃ フォ ーク リ フト  ４ 年 

17 第17条第３

項の財産の処

分に係る 様式 

神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト 導入費補助金財産処分承認申請書（ 第

12号様式）  

18 第17条第４

項の財産の処

分の承認等の

通知に係る 様

式 

処分を 承認し たと き は、 神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト 導入費補助金

財産処分承認通知書（ 第13号様式） によ り 、 処分を承認し なかったと

き は、 神奈川県Ｆ Ｃ フ ォ ーク リ フ ト 導入費補助金財産処分不承認通知

書（ 第14号様式） によ り 通知する 。  


